
猪苗代町教育旅行支援事業助成金交付要綱 
 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、福島県外の教育旅行誘致を図るため、学校行事の一環として猪苗

代町内の民間宿泊施設において、宿泊を伴う修学旅行等の教育旅行を実施する福島県

外の小学校・中学校・高等学校および旅行会社に対し、予算の範囲内において、その

費用の一部を助成することについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（助成対象団体） 

第２条 学校行事の一環として猪苗代町内の民間宿泊施設において、宿泊を伴う修学旅

行や林間学校・スキー教室等（これに準ずるものを含む。以下「教育旅行」という）

を実施する福島県外の小学校・中学校・高等学校（以下「学校」という）を対象とす

る。ただし、次に該当する場合は、助成対象外とする。 

（１）幼稚園、保育所、各種専門学校、短期大学、大学等の場合 

（２）独立行政法人国立磐梯青少年交流の家を宿泊利用する場合 

（３）部活動やクラブ活動における合宿の場合 

（４）学校教員が児童、生徒を引率しない場合 

（５）各種大会への参加に伴う宿泊となる場合 

２ 本事業を申請する学校が実施する教育旅行について、旅行業務を取扱う旅行会社

（旅行業を登録する事業所、以下「旅行会社」という）を対象とする。 

３ 教育旅行の行程では「猪苗代町内での体験活動」を必ず１つ以上組み込むこと。こ

こでいう体験活動とは「歴史・自然体験学習」や「スキー学習」等の活動を町内で実

施することであり、具体的には入館・体験施設の利用や農業体験、登山、野外炊飯、

スキー場等を利用した活動を猪苗代町内において実施することである。 

 

（助成対象バス） 

第３条 助成対象となるバスは一般貸切旅客自動車運送事業を登録する事業所のバス

とする。 

 

（助成金額） 

第４条 助成金は、バス往復料金の一部としてバス１台あたり４０,０００円を上限と

して助成する。ただし、団体の参加人数が１０名未満の場合は、上記助成金額を半額

とする。 

２ 本事業を申請する学校団体を取り扱う旅行会社に対し、手数料として学校団体取扱

１校あたり１０，０００円を助成する。ただし、旅行会社が旅行業務を取扱わない場

合、旅行業を登録していないバス会社等は対象とならない。 

３ 他の自治体等が実施する本助成金以外の補助金等を併用して交付を受ける場合に

は、申請書等により他の補助金内訳を確認したうえで、本助成金以外の補助金等との

合計額がバス往復料金の実費を超えない範囲で助成金を交付するものとする。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとする学校の長（以下「学校長」という。）は、教育

旅行実施日の１０日前までに、交付申請書（様式第１号）に「旅程表（任意様式）・

参加者名簿（指定様式）・バス料金見積書の写し（バス会社または旅行会社発行）・本

助成金以外に補助（交通費）を受ける場合は申請書の写し」を添付し、一般社団法人

猪苗代観光協会 会長 神田 功（以下「会長」という。）に提出しなければならな

い。 

 

２ 申請書の受付は、教育旅行の実施日を問わず先着順とする。予算に達した段階で受

付を終了するものとし、猪苗代観光協会ホームページにより周知する。 

 

 



（助成金の交付決定） 

第６条 会長は、助成金の交付申請があった時には内容を精査し、妥当と認めた時は、

交付決定通知書（様式第２号）により学校長（第２号２－１）および旅行会社代表者

（第２号２－２）に通知するものとする。 

 

（変更（中止）の承認の申請） 

第７条 学校長は、申請の内容に変更が生じ、その承認を受けようとする場合は、変更 

（中止）承認申請書（様式第３号）を会長に提出し、承認を受けなければならない。 

 

（助成金の変更交付決定） 

第８条 会長は、第７条の規定による申請に伴い、助成金の交付額が変更される場合等

においては、変更交付決定通知書（様式第７号）により、学校長（第７号７－１）お

よび旅行会社代表者（第７号７－２）に通知するものとする。 

 

（助成金の実績報告） 

第９条 学校長は、教育旅行終了後１４日以内に、実績報告書（様式第４号）に「参加

者名簿（指定様式）・バス料金請求書の写し（バス会社または旅行会社発行）・本助成

金以外に補助（交通費）を受けた場合は申請書の写し・宿泊証明書（様式第５号）」

を添付し、会長に提出しなければならない。 

 

（助成金の交付請求） 

第１０条 会長は、実績報告書を精査した結果、妥当と認めた時には、学校長に助成金

交付請求書（様式第６号６－１）および旅行会社代表者に手数料交付請求書（様式第

６号６－２）を提出させ、原則として口座振替の方法により助成金を交付するものと

する。また振込口座については個人名義の口座には交付しないものとし、現金での交

付もしない。 

 

（助成金の返還） 

第１１条 会長は、助成金の交付を受けた学校が申請書等に虚偽の記載等、不正な行為

をした場合には、助成金の一部、又は全部を返還させることができる。 

 

（助成対象期間） 

第１２条 助成対象となる教育旅行の実施期間は、令和７年４月１４日（月）から令和

８年３月８日（日）までとする。 

 

（その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成２６年５月１日から施行する。 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

この要綱は、平成２９年４月３日から施行する。 

この要綱は、平成３０年４月２日から施行する。 

この要綱は、平成３１年４月８日から施行する。 

この要綱は、令和２年４月１０日から施行する。 

この要綱は、令和２年５月３０日から施行する。 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和５年４月３日から施行する。 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 


